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①本人または生計を維持している方が火災などで住宅や財産に２分の１以上の損害を受けた方
第３段階軽減～第９段階で以下のいずれかに当てはまる方
②生計を維持している方の死亡や長期入院で所得が２分の１以下になった方
③生計を維持している方が事業の廃止や失業で所得が２分の１以下になった方
④生計を維持している方が不作や不漁で所得が２分の１以下になった方

今の保険料と減少
した所得を基に計
算し直した保険料
との差額

⑨刑事施設に１ヵ月を超えて入所している方 入所月から退所月の前
月までの期間の保険料

減 免 対 象 者 減免金額
保険料の全額

⑥第２段階で右記の全てに当てはまる方　　上記⑤の（ア）（イ）（ウ）に同じ 保険料の２分の１

⑧第３段階軽減で外国籍高齢者等福祉給付金を受給している方 第３段階軽減と第２
段階保険料との差額

第３段階軽減と
第２段階保険料

との差額

⑦第３段階軽減で以下の全てに当てはまる方
  （ア）世帯全員の前年もしくは今

後１年間の収入金額が右の金
額以下であること

  上記⑤の（イ）（ウ）に同じ

単身世帯　　　　120万円
２人世帯　　　　120万円
３人以上の世帯　120万円＋35万円×（世帯の人数－２）

保険料の２分の１

  （イ）資産などを活用してもなお生活が困窮していること
  （ウ）市町村民税が課税されている方と生計同一でないまたはその方の扶養を受けていないこと

⑤第１段階で老齢福祉年金を受給している方で以下の全てに当てはまる方
  （ア）世帯全員の前年もしくは今

後１年間の収入金額が次の金
額以下であること

単身世帯　　　　60万円
２人世帯　　　　60万円
３人以上の世帯　60万円＋17.5万円×（世帯の人数－２）

入院：小学４年生～中学３年生
通院：小学４年生～小学６年生

入院：医療機関など窓口で３割支払い、
　　　役場窓口に申請し2割払い戻し
通院：医療機関など窓口で２割支払い

（入院・通院とも）小学４年生から中学３年生

（入院・通院とも）医療機関などの窓口で
入院：1割 支払い
通院：2割 支払い

入院：医療費の１割負担〔医療保険における自己負担（３割）の２／３を助成〕
通院：医療費の２割負担〔医療保険における自己負担（３割）の１／３を助成〕

世帯の町民税所得割税額の合計額が23.5万円未満（通院のみ）

平成25年６月30日まで 平成25年７月１日より区　分

対　象

自己負担

医療機関など
窓口での支払

所得制限

※対象となるのは、申請された年度の納期限の到来していない納期分です。
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夏休みおもしろ教室申し込み
（ふりがな）

③保護者氏名

⑥参加希望講座番号および講座名（２つまで）

⑤電話番号（昼間に連絡できる電話番号）

④住所　〒

播磨町

①参加者氏名 （ 男・女 ）

②学年・年齢 小学校 年生

歳

①～⑥をすべて記入して点線を切り取って往信
の裏面（役場の住所を書いた裏面）に貼ってく
ださい。

講座番号 講座名

幼稚園・保育園 年長 年中 年少

はがきのサイズ　148×100（官製はがき）

見て☆話して☆体験する「夏休みおもしろ教室」
申し込み用往復はがきの書き方

 ※前頁に詳しい申し込み方法が記載されています。

参加者の住所を書いた裏は、必ず白紙にしてください。
お間違えのないようにお願いします。

◀
返
信
は
が
き
の
裏
面

▶
往
信
は
が
き
の
表
面

◀
往
信
は
が
き
の
裏
面

▶
返
信
は
が
き
の
表
面

８月７日（水）
９：00～11：00

８月10日（土）
10：00～12：00

８月９日（金）
10：00～12：00

８月８日（木）
10：00～12：00

小１～小６
親子15組

小３～小６
親子20組

小４～小６
親子15組

幼・保～小６
親子20組

講座名・内容【持ち物】開催日時講座
番号

材料費
※

※費用は、７月29日（月）までに、すこやか環境グループへ

なし

100円

なし

なし

図書館
２階

学習室

喜瀬川

対象・募集数 場所

喜瀬川でさかなや虫の観察をしてみよう！
喜瀬川にはどんな生き物がいるか観察する
【持ち物】帽子、タオル、長靴、筆記用具、

魚とり網、お茶

紙すき体験で地球環境を考えよう
紙すきをとおして森林破壊やリサイクルについて
考える

化学の力で食品サンプルを作ろう！
身近な材料で様々な化学実験をしながら、天ぷら、
イクラなどの食品サンプルを作る

手作りカメラを作ろう！
牛乳パックでピンホールカメラを作る
【持ち物】１ℓの空き牛乳パック２本

7

8

9

10

夏休みおもしろ教室 注意事項
・記載内容が正確でない場合は、返信ができませんのでご注意ください
・申し込みいただいた個人情報は、個人情報保護法により適正に管理します
・抽選結果についての個々のお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください
・キャンセルが出た際は、落選者の中から抽選して繰り上がり当選の電話連絡を随時行います

こども医療費助成事業について
平成25年７月から通院医療への助成を中学３年生までに拡大します

介護保険料の減免制度

▶問合せ　保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８１

平成25年度の介護保険料は、６月に決定して通知させていただきます。
減免制度（下表）もありますので、該当される方は申請してください。

　町では、平成25年７月１日から、こども医療費助成の通院医療費の助成対象を、これまでの小学６年生までから、
中学３年生までに拡大します。助成対象者となる場合は、受給者証が交付されます。
　また、受給者証を交付された方は、入院医療費の支払いにおいても、通院の場合と同じように医療機関などの窓
口で証を提示することにより、窓口で支払う自己負担分は、助成分を差し引いた金額になります。
※入院については所得制限がありませんので、通院が非該当の方も助成対象になります。この場合は医療機関など
の窓口で3割をお支払いただき、後日役場で領収書など必要書類をそろえて還付申請をしてください。
※小学３年生までは入院・通院とも乳幼児等医療費助成事業で助成を受けられます。
【こども医療費助成事業の概要】

　今回新たに対象となられる中学１年生から３年生の方には受給者証交付申請書をお送りしています。保険年金グ
ループまでご提出をお願いします。

▶問合せ　保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８２

５月号P18のタウンミーティング「子育てを通じたまちづくり」の中で、通信の発行数について
「年間３千通」と記載しましたが、正しくは「２ヵ月に１回、３千通」です。お詫びして訂正します。

お詫び
と訂正 1213

広報はりま 25.6広報はりま 25.6


